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１ 国及び県の防災計画を踏まえた改正について 

【修正案】 

長周期地震動に係る情報伝達 

令和５年２月１日から気象庁が発表する緊急地震速報等の対象に長周期地震動が追加されたこと

等を踏まえた修正を行った。また、長周期地震動に関する説明についても加筆した。 

＜本編 第２編 第２章 第２．１章１．地震情報の収集・伝達、第７編 第１章 ３．南海ト

ラフ地震について＞及び＜資料編 資料‐１０ 震度階級表、資料‐３３ 防災気象情報の解説

等＞ 

＜第２編第２章第２．１章１．地震情報の収集・伝達 ＜参考＞＞ 

 

  （１）緊急地震速報 

気象庁は、最大震度５弱以上又は長周期地震動階級３以上の揺れが予想された場合に、震度

４以上又は長周期地震動階級３が予想される地域に対し、緊急地震速報（警報）を発表する。 

 また、最大震度３以上又はマグニチュード３．５以上若しくは長周期地震動階級１以上等と

予想されたときに、緊急地震速報（予報）を発表する。 

ただし、緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を

解析することにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせ

る警報であるため、内陸の浅い場所で地震が発生した場合、震源に近い場所では強い揺れの到

達に原理的に間に合わないことがある。 

なお、緊急地震速報（警報）のうち震度６弱以上又は長周期地震動階級４の揺れが予想され

る場合のものを特別警報に位置付けている。 

 

  （２）地震情報の種類、発表基準と内容 

地震情報の種類 発表基準 内容 

長周期地震動に関する観

測情報 

・震度１以上を観測した地震の

うち長周期地震動階級１以上を

観測した場合 

地域ごとの震度の最大値・

長周期地震動階級の最大値

のほか、地点ごとに長周期

地震動階級や長周期地震動

の周期別階級等を発表。 

 

 

【参考】 長周期地震動階級 

  長周期地震動階級とは、固有周期が 1～2 秒から 7～8 秒程度の揺れが生じる高層ビル内における、

地震時の人の行動の困難さの程度や、家具や什器の移動・転倒などの被害の程度から 4つの段階に区分

した揺れの大きさの指標のことをいう。 

 

 

 

 

長周期地震動階級 

階級１ 
 室内にいたほとんどの人が揺れを感じる。驚く人もいる。 

 ブラインドなど吊り下げものが大きく揺れる。 

階級２ 

 室内で大きな揺れを感じ、物につかまりたいと感じる。物につかまらない

と歩くことが難しいなど、行動に支障を感じる。 

 キャスター付きの家具類等がわずかに動く。棚にある食器類、書棚の本が

落ちることがある。 

階級３ 
 立っていることが困難になる。 

 キャスター付きの家具類等が大きく動く。固定していない家具が移動する

ことがあり不安定なものは倒れることがある。 

階級４ 

 立っていることができず、はわないと動くことができない。揺れにほんろ

うされる。 

 キャスター付きの家具類等が大きく動き、転倒するものがある。 

固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。 

 

 

安否不明者等の氏名等の公表に関する事項  

 令和５年１０月に兵庫県が定めた方針に基づき、市町村では安否不明者等の名簿の作成が必要とされ

ることから、本市においても安否不明者等の名簿の作成等に関して地域防災計画に明記した。 

 ＜本編第２編第２章第２．１章第４節４．安否行方不明者等の名簿の作成等〔新規制定〕＞及び＜

本編第３編第２章第２．１章第４節４．安否行方不明者等の名簿の作成等〔新規制定〕＞ 

 

４．安否行方不明者等の名簿の作成等 

災害時における安否不明者等の氏名等の公表方法については、要救助者の迅速な把握による救助活

動の効率化・円滑化のために、「災害時における安否不明者の氏名等の公表について（令和 3 年 9 月

16日付府政防第 972号、消防災第 132号）」に基づき、原則公表とする。 

ただし、住民基本台帳事務処理要領（総務省）に基づき、配偶者暴力防止法、ストーカー規制法、

児童虐待防止法等によって住民基本台帳の閲覧や住民票の写し等の交付が制限されている者につい

ては、非公表とする。  

令和 5 年 10 月に兵庫県が定めた方針のもと、発災後すみやかに安否不明者等の名簿の作成及び兵

庫県に対して名簿の提出が必要となることから、県警察、医療機関及び事故発生責任者などからの安

否情報の収集・整理については総括本部事務局があたるものとする。 

その際、関係部局、関係機関、事故発生責任者等の担当窓口と情報交換、調整を積極的に行い、常

に、最新のデータとするよう配慮する。 
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２．水防計画の構成の見直し及び水防法に伴う修正について 

水防法（昭和２４年法律第１９３号）のこれまでの改正に際して、本市の計画に反映ができていなか

った項目について、新規に制定又は修正を行った。 

また、これまでの水防活動等の教訓をもとに市が独自に検討し、修正した事項については、市独自と

記載した。 

 

 水防計画の構成に関する見直しについて 

（１） 水防計画と地域防災計画の関係性の明確に位置付けた。市独自 

これまで、地域防災計画と水防計画の関係性が不明瞭であったため、風水害に関する規定に齟齬

や重複部分があった。そのため、風水害に関しては、水防準備配備から水防本部設置までの内容に

関しては水防計画で定めることとし、災害対策本部設置以後の対策については地域防災計画に定め

ることを明記した。ただし、平常時の予防事務については、地域防災計画で定めるものとする。 

 ＜水防計画 第２２章 水防計画〔新規制定〕＞ 

１．伊丹市地域防災計画との関係 

本計画は、水災が発生し、又は発生するおそれがある場合で、災害対策本部を設置するまでに至

らない場合の配備及び災害応急対策活動について定める。 

 

（２） 本編中に掲載されていた資料の大部分を資料編に集約した。 

地域防災計画の構成にならい、水防計画の本編中に掲載されていた資料を資料編に集約した。こ

れにより本編の内容を把握しやすくし、また資料に関する軽微な修正については防災会議に諮らず

とも改訂が行えるようにした。 

 

水防態勢の解除についての見直し 市独自 

従来の水防態勢の解除条件について、これまでの水防活動や、高潮による浸水想定区域の指定を受け

たことに伴い見直した。 

＜水防計画 第１９章 水防態勢の解除〔一部改正〕＞ 

水防管理者は、警報の解除若しくは水位が氾濫注意水位（警戒水位）以下に減じて水害若しくは高

潮の危険がなくなったとき、又は地震による堤防等の被害による災害の発生のおそれがなくなったと

きは、水防態勢を解除する。 

（１） 水防本部（水防本部長）は、水防態勢の解除を命じた場合は、関係機関に周知する。 

（２） 水防管理者は、水防態勢の解除を命じたときは、これを一般に周知するとともに、所轄土木

事務所長、各農林（水産）振興事務所及び兵庫県水防本部に対して、その旨を報告するものとする。 

 

 

 

水防法に関する事項の反映 

水防法の改正に伴い、新規に制定又は一部改正をしたものは、次の事項のとおり。 

第１章 総則 

 ・ 用語の定義〔新規制定〕 

 ・ 安全配慮〔新規制定〕 

 ・ 洪水予報河川、水位周知河川及び水防警報河川〔新規制定〕 

 ・ 水位周知海岸及び水防警報海岸〔新規制定〕 

第６章 予報及び警報〔新規制定〕 

 ・ 気象予報及び警報〔新規制定〕 

 ・ 洪水予報〔新規制定〕 

第７章 水防警報〔新規制定〕 

・ 国土交通大臣の発する水防警報〔新規制定〕 

・ 知事の発する水防警報〔新規制定〕 

第１２章 水防倉庫及び水防用資器材等 

・ 資器材に関する管理及び調達〔新規制定〕 

・ 輸送の確保〔新規制定〕 

第１５章 他の水防機関との協力及び応援 

 ・ 国（河川事務所、地方気象台等）との連携〔新規制定〕 

 ・ 住民、自主防災組織等との連携〔新規制定〕 

第１７章 費用負担と公用負担 

 ・ 費用負担〔新規制定〕 

 ・ 公用負担〔一部改正〕 

第１９章 水防態勢の解除 

 ・水防態勢の解除 〔一部改正〕 市独自 

第２１章 報告 

 ・ 県知事への報告（宝塚土木事務所長経由）〔一部改正〕 

 ・ 水防管理者への報告〔一部改正〕 

第２２章 水防計画 

 ・ 伊丹市地域防災計画との関係〔新規制定〕市独自 

 ・ 水防計画の策定及び変更について〔一部改正〕 

第２３章 水防訓練 

 ・ 水防訓練〔一部改正〕 

第２４章 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水防止のための措置〔新規制

定〕 
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災害救助法に関連した各種整備等の改正に伴う修正 

災害救助法施行令（昭和２２年政令第２２５号）第３条第１項及び第５項の規定に基づく、災害救助

法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（令和５年６月１６日付内閣府告示第２２８

号）に基づいて、本市地域防災計画において修正を行った。 

 

 ＜本編 第１２章 医療救護 ３．２ 応急医療及び助産の実施（災害救助法に基づく適用要件）＞ 

  ・ 医療費のために支出できる費用の項目、期間の延長の際に要する同意者について修正 

 ＜資料編 【資料２７】 災害救助法による救助の程度・方法及び期間＞ 

・ 内閣府告示及び「兵庫県災害救助の手引き（令和５年９月）」の内容をもとに、救助の種類、対

象、費用の限度額等を修正 

  

 

関係機関からの修正内容を反映 

令和５年８月末時点における関係機関からの修正依頼の内容を反映した。 

＜本編、資料編・様式編・水防計画＞ 

・ 防災気象情報の解説等 

・ 気象情報等の伝達系統 

・ 関西電力（株）及び関西電力送配電（株）の組織変更に伴う改正等 

 

３．伊丹市の施策に関する修正及びその他の修正内容について 

各部の災害予防事務、災害対策（水防）本部事務分掌の見直し 

 令和５年４月１日時点の組織変更及び人事異動に伴うものと、各対策部からの依頼により修正を行っ

た。 

 

（１） 「水道部」を「上下水道部」に対策部の名称を変更した。 

（２） 施設部において、「施設２班」が上下水道部に異動したため、班体制を４班（住宅班含む）か

ら３班体制となった。また、「施設３班」を「施設２班」に名称を変更した。 

（３） 上下水道部において、班編成を１班から２班体制とした。「水道班」を「水道１班」に、そし

て「施設２班」を「水道２班」として編成した。 

（４） 上下水道部の事務に関して、伊丹市地域防災計画及び伊丹市水防計画に見直しを行った。 

（５） 援護部において、新たに２班を制定し、援護１班から援護４班として、班編成と事務分掌を

見直した。 

 ＜資料編 【資料７】伊丹市災害対策（水防）本部事務分掌及び水防計画 資料編 第２章【資

料２】 伊丹市災害対策（水防）本部事務分掌＞ 

 ・ 組織編成、事務分掌の見直し 

（６） 消防対策本部の編成及び任務の見直し 

  ＜本編第５編第２節２．組織及び編成＞ 

   ・ 「調査班」、「情報班」を統合し、「情報調査班」として編成した。 

 

 関係部局からの修正内容を反映 

令和５年８月末時点における関係部局からの依頼に基づき、内容を修正した。修正にあたり、代表

的な事項については、次のとおり。 

（１）防災拠点施設等の整備・充実 

＜本編 第２編第１章第７節１．方策 ２．４  防災拠点施設等の整備・充実＞ 

・ 緊急通行車両や災害応援車両などの車両の受入を、本庁舎の来庁者用駐車場及び今池の埋

め立て空き地で行うことを明記 

 （２）防災啓発 

＜本編 第２編第１章第２８節２．方策 ２．６広報による啓発＞ 

 ・ ＬＩＮＥ防災アプリ「伊丹市防災」を利用して市民向けの防災啓発を実施 


